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平成２４年度第２回幸区区民会議 

     日 時 平成２４年１１月１２日（月）午後６時３０分～午後８時１０分 

     場 所 幸区役所５階第１会議室 

 

開会 

司会 幸区役所企画課長の佐々木でございます。 

 これより第２回第４期幸区区民会議を開催いたします。 

 本日の委員の出席人数ですけれども、20名中14名御出席されておりまして、定足数

である過半数を超えておりますので、本会議が成立していることを御報告させていた

だきます。 

 それでは、初めに幸区長の森下からごあいさつを申し上げます。 

区長 区長の森下でございます。本日はお忙しいところ、委員の皆様並びに参与の皆様、

御出席いただきましてありがとうございます。 

 第４期の幸区区民会議が７月に発足いたしましてからこの間、それぞれの部会で審

議テーマを御議論いただいてまいりました。今日はそれぞれの部会がその発表という

ことでございますが、この場ではそれぞれの部会同士の情報の共有をしていただくと

ともに、全体で御審議をしていただき今後につなげていただければと思っておりま

す。 

 私どもといたしましても、幸区に住んでよかったという気持ちを持ってくださる方

が１人でも多くなっていただけるようにさまざまな取組をしてまいりますが、皆様方

にもぜひ引き続きの御支援をお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いい

たします。 

司会 ありがとうございました。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。まず、議事次第と書かれたものが１

枚、その下にカラー刷りになっておりまして右上に資料とございます第２回第４期幸

区区民会議と記載されているものが１部、その後ろに参考資料１、座席表となってお

ります。なお、幸区役所の出席者につきましては、こちらにございますように、区長

を初めといたしまして関係職員が出席しております。続きまして、参考資料２、区民

会議委員・参与名簿、次に参考資料３、平成24年度スケジュール、その後ろに参考資

料４、Ａ３のものでございますが、幸区の防災に関する取組についてとなっておりま

す。その後ろに広報特別号をおつけしております。こちらは10月17日に新聞折り込み

で区民の皆様にお届けしたものでございますが、参考までにお配りしておりますの

で、ぜひ後ほど御覧いただきまして、活用いただけたらと思っております。 

 以上が資料でございますが、過不足等ございませんでしょうか。 

 それでは、次に、会議の開催に当たりまして幾つかお願いがございます。こちらの
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会議は公開の会議となっております。傍聴ができることになっております。また、会

議録を作成し、公表することになっておりますので、会議内容につきましては録音を

させていただきます。なお、本日の傍聴者数でございますが、現在のところ３名の方

が傍聴されております。また、会議の様子につきましては、広報や行政の記録に利用

するため写真の撮影をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、ここからの進行につきましては西野委員長にお願いいたします。なお、

会議の終了時刻でございますけれども、おおむね午後８時ごろを目途に進行をお願い

したいと思います。では、西野委員長、よろしくお願いいたします。 

 

１ 議題 

西野委員長 皆さん、こんばんは。区民祭とか諸行事でたくさんいろんなところに参加し

ている皆さんですので、忙しい中、本日も時間の許す範囲の中で御審議いただければ

と思います。 

 それでは、資料に基づき会議を進めてまいります。なお、資料の内容はスクリーン

のほうにも映っておりますので、資料と両方で御確認いただければと思います。 

 本日の予定ですが、初めに、前回のおさらいをしますと、７月23日に第１回幸区区

民会議を開催し、各委員が日ごろの活動を通じて地域課題と思っていることを確認す

るとともに、委員の意見を踏まえ、２つの専門部会を設置することになりました。１

つは安全・安心まちづくりについて審議する（仮称）Ａ部会、もう１つは地域での支

え合いやコミュニティについて審議する（仮称）Ｂ部会としました。本日の区民会議

までの間、専門部会ごとに２回の会議を開催し、正副部会長の選出を行い、（仮称）

Ａ部会では押山委員が部会長に、石原委員が副部会長に、そして、Ｂ部会では古場委

員が部会長に、村田委員が副部会長に選出されました。また、部会名や具体的な取組

内容について審議を進めてきたところでございます。本日の区民会議では、専門部会

での審議内容をそれぞれの部会から報告いただき、部会ごとに区民会議全体で審議し

ていただきたいと思います。 

 

(1)（仮称）Ａ部会の審議状況について 

西野委員長 それでは、（仮称）Ａ部会から報告をお願いしたいと思います。押山委員、

よろしくお願いいたします。 

押山委員 （仮称）Ａ部会の部会長をしております押山です。それでは、スライドに基づ

いて、（仮称）Ａ部会の報告をさせていただきます。 

 第１回の区民会議の後に開催した専門部会において、審議テーマの選定、部会名の

決定、取組内容の検討、今後の予定の４点について審議を行いました。 

 まず、審議テーマの選定についてです。各委員から出された意見を内容別に次の５
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つの項目に整理しました。１つ目が地域防災活動の推進、２つ目が自転車のマナー向

上・交通事故の防止、３つ目が子どもの安全・安心、４つ目が暮らしの安全、そして

５つ目がエコ・環境のまちづくりです。 

 それでは、この５つの項目の内容について項目ごとに委員からの意見を御説明しま

す。まず、１つ目の地域防災活動の推進については、防災にかかわる市民の意識啓発

と参加促進―特に自助、共助について、帰宅困難者対策、避難所運営の充実―避難

所の開設・運営の確立などが挙げられました。２つ目の自転車のマナー向上・交通事

故の防止についてですけれども、自転車マナー向上の意識啓発―交通安全の日の制定

や自転教室の開催など、自転車交通事故の防止―民間での取り締まり活動などが挙げ

られました。次に、３つ目の子どもの安全・安心については、子どもの通学路の安全

確保。４つ目の暮らしの安全については、まちの街路照明のあり方の検討や健康づく

り。５つ目のエコ・環境のまちづくりについては、第３期区民会議での審議テーマを

継続していく内容で、ごみの分別・減量や環境問題が挙がりました。 

 次に、これらの５つの項目について意見交換を行い、審議テーマの選定を進めまし

た。委員から意見が多かった項目としては、東日本大震災を受け、防災に関する意見

がたくさん出されました。中でも防災にかかわる市民の意識啓発と参加促進として、

いつ起こるかわからない災害について備えが必要という意見や、避難所運営の充実と

して市の防災対策や取組がわからない、区と自主防災組織との連携の仕組みがわから

ない、避難所の開設・運営方法がわからない、開設方法を行政と住民で共有する必要

があるといった意見が、さらには、自主防災組織活動には地域差があるといった意見

がありました。いわゆる熱心なところとそうでないところの差があるということであ

りました。また、自転車マナーの向上・交通事故の防止については、継続した取組が

重要という意見が出されました。 

 これらの委員の意見を踏まえ、委員の関心が最も高かった「防災」と、次に関心の

高かった「自転車マナー」の２点をテーマに審議することと決定しました。また、部

会名は、防災、自転車マナーといったテーマを広く包含することができる「暮らしの

安全部会」としました。 

 次に、具体的な取組内容の検討に向け、区の防災に関する取組の現況を把握するた

め、区役所の危機管理担当にヒアリングを行いました。 

 区の取組内容ですが、自助に関する取組については、①市民・事業所等への防災情

報の普及啓発として、地震や風水害などの災害に向けた各家庭での備えや市の制度な

どをまとめた「備える、かわさき」や「川崎市防災対策ガイドブック～企業・事業所

の方へ～」「洪水ハザードマップ」の配布が行われていること、また、幸区独自の

「幸区防災マップ」を作成し、市民や転入者に配布されていること。次に、②住宅用

家具転倒防止器具、耐震化支援等として、自宅の安全確保に関する支援があること。
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③帰宅困難者支援として、コンビニ等との協定締結による帰宅困難者支援ステーショ

ンの設置や災害時一時滞在施設の指定などについて説明がありました。 

 共助に関する取組としては、①自主防災組織の育成、連携、防災訓練について、現

在、町内会・自治会、管理組合で71の自主防災組織が結成されており、各自主防災組

織に対して地域防災活動推進助成金や防災資器材購入補助金、活動助成金などの支援

が行われているとのことであります。次に、②災害時要援護者支援についてですが、

平成19年12月に川崎市災害時要援護者避難支援制度が始まり、町内会・自治会、民生

委員などの支援組織による避難支援制度が確立し、幸区では、現在900名程度の登録者

がいるとのことです。 

 行政が担う公助に関する取組については、①避難所の指定として、現在、市内174カ

所、幸区では23カ所が指定されており、その他、大規模災害時などに避難する広域避

難場所や、地震直後に地域の状況をまず確認するために集まる一時避難場所があると

のことです。次に、②防災用品の整備として、川崎市では、中学校を地域防災拠点と

位置づけており、非常食等が備蓄された防災倉庫が設置されていること、今後につい

ては各避難所にも防災倉庫が設置される予定であるという説明がありました。 

 また、幸区の防災体制として、川崎市幸区災害対策本部と自主防災組織、各中学校

区防災ネットワーク、各中学校区にある小学校等の避難所運営会議の体系図が示され

ました。各避難所で組織されている避難所運営会議については、自主防災組織、避難

所の施設管理者、ＰＴＡなどにより組織されるもので、行政と連携をとりながら避難

所運営に関する活動を担い、避難所のルールやスペースのレイアウト、各活動班の役

割分担等を事前に検討し、災害に備えるという説明がありました。 

 これらの区の取組内容をもとに意見交換を行い、大変活発な議論が行われました。

主な委員意見ですが、まずは、災害時には自助が大切ということが挙げられました。

具体的には、大規模災害時にはまず自分の命を守ることが最優先であります。次に、

災害時には３日間の食料の確保とライフライン、医療、避難所などの身の回りの情報

の入手が重要になります。区の防災訓練への若い人の参加が少ない。参加することが

自助につながるという御意見がありました。そのほかには、誰でもわかるように一時

避難場所を示すサインの設置が必要なのではないか、防災マップは区内全体のマップ

はあるが地域防災の拠点となる中学校単位のエリア別が必要、東日本大震災時も中学

生の活動が伝えられていることから、動ける人、中学生の防災訓練が重要といった意

見がありました。 

 これらの審議を踏まえて、次の３つの項目について検討していくことになりまし

た。１つ目は、自助の重要性を踏まえ、自助に関する検討、２つ目はエリア別防災マ

ップに関する検討、３つ目は中学生を巻き込んだ防災訓練等の取組の検討ということ

であります。 
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 最後に今後の予定ですが、先ほど御説明した３点の検討項目について、今年度中に

３回、来年度は６回専門部会を開催して、より詳細な調査審議を進めていきたいと考

えております。 

 以上で暮らしの安全部会の報告を終わります。 

西野委員長 押山委員、御説明ありがとうございました。 

 暮らしの安全部会の報告について、委員の皆様から御質問や御意見をたくさんいた

だきたいと思います。 

村田委員 やはり東日本大震災後の近々の課題なものですから、いいことに取り組んでい

ただいたと思います。ただ、１つ、お尋ねしたいんですけれども、自助努力のところ

で、３日分の食料とか自分の体は自分で守るということがあるんですけれども、弱い

体の方、逃げられない方はどうするのかをお尋ねしたいと思いました。 

西野委員長 押山委員、今の弱い方に対しての御意見をお願いいたします。 

押山委員 先ほど共助でお話ししたと思うんですけれども、災害時の要援護者支援という

ことで、幸区内で約900名の登録者がいます。町内会・自治会、民生委員の方などの支

援組織を活用して、お年寄りですとか、弱者というか、すぐ逃げられないような方が

どこにいるのかを含めて、民生委員の方が一番中心になって、把握して支援するよう

なことを行っていくことがこれから大切なのではないかなと思います。 

西野委員長 ありがとうございます。今の回答でいかがでしょうか。 

村田委員 ありがとうございました。 

西野委員長 よろしいですか。ほかに御意見等ございましたら、時間の許す限りたくさん

いただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

遊佐委員 こちらの審議テーマで「自転車マナー」と書いてあるんですが、その具体的な

例が何も書いていないので、どういう動きをするのかが見えないので、ここのところ

を教えていただけたらと思います。 

西野委員長 自転車マナーについては、第１期、第２期とずっと続けていて、子どもたち

はどんどん大きくなりますので、１回やったからいいというわけではなくて、やはり

ずっと続けていかなくてはいけない状況だと思うんです。やり方等々を、小学校、中

学校、あるいはその地域全体で進められている内容を検討して、これからやっていく

という形なので、まだ２回しか部会を開いていませんので、確実にどういうふうにや

っていくというのは、実際のところは決まっておりません。多分部会長の意見も同じ

だと思います。 

 ほかにございませんでしょうか。 

楢林委員 ４ページの「委員から意見が多かった項目」の(3)に「自主防災組織活動の地

域差」と書いてあるんですけれども、この地域差というか、私たちは温度差と言った

りしているんですけれども、この会で地域差がなくなるようにしていくのでしょう
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か。 

西野委員長 Ａ部会のほうで御意見をいただける方はいますか。 

押山委員 熱心なところとそうでないところと、地域によってすごく差があると思うんで

す。一番大切なのは広報というか、例えば防災に関する備蓄品はどこに何があるかと

いうことを現在知らない人がほとんどだと思うんです。そういったことを周知徹底す

るということについて、区民会議としては皆さんにわかるように知らせていくことが

重要と考えています。 

楢林委員 ありがとうございました。 

西野委員長 ほかにございませんか。 

村田委員 楢林委員の質問に関連するんですけれども、現状としては、自主防災組織がど

のように設置されているのか、また、設置されているところはどのように活動されて

いるのかというのが住民に全く見えていないのではと思うんです。ですから、ここの

ところをやはり今おっしゃいましたようにきちんとやっていただきたいことと、もう

１つ、ぜひとも取り組んでいただきたいと思うのは、避難所の設置と運営方法、これ

もできましたらぜひとも確立していただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

西野委員長 それは私のほうからちょっと御意見をさしあげたい。実際の話、地域差があ

るというのは、日吉地区と南河原地区ではかなり違うと思うんです。南河原地区とい

うのは、実際私、南河原で町内会長をやっておりますけれども、南河原地区の中学校

は南河原中学しかないんです。それに対して小学校は２校あります。国道１号を挟ん

で向こう側には塚越中学校とか御幸中学校がございます。小学校は、避難所としてい

ながら、防災備蓄は何もありません。これから防災倉庫の設置を進めていくと資料に

書かれていますが。 

 自主防災組織というのは、町内会長が持ち回りで頭に立ってという意見が多いんで

すけれども、災害時には町内会長は必ず町内会にいなくてはいけないんです。町内会

の中からある程度、いつも出ていかれる人が何人か、必ずその中学校だったら中学校

に行ってもらって、組織運営をしてもらう。それで、学校の先生、ＰＴＡ等と連携し

てやっていかなくてはいけないんじゃないか。それは毎月ではなくても、年に２回か

ら３回開いていって、やはりつながりというのが大切なので、最初にそういうつなが

りをつくっていけば、スムーズにつながっていく形態ができるのではないかと私自身

は思っているんです。 

 実際、私、今回、避難所運営会議の頭になる予定でございますが、なかなか会議を

開く機会がないんです。開こうと思っても集められないんです。最終的に、この日に

やろうよと、そういったものを行政でつくってもらって、そこにみんながおさまって

いって、そこの中で各地域の人が運営していかれたらいいんじゃないかなと思ってい
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ます。 

 ほかに何か御意見ございませんでしょうか。 

酒井委員 東日本大震災のときに中学生が大分活躍したというんですけれども、町内会や

自治会において、曜日や時間によって対応の可否は異なると思いますけれども、この

周りの企業に常日ごろお願いしたらいかがでしょうか。時間、曜日に関係なく、その

起きたときの状態に応じて、救助のお願いをするということは無理でしょうか、いか

がでしょうか。 

西野委員長 一番最初に避難するところとして、周りの企業とかも考えられますね。 

酒井委員 就業時間に起きたとかの場合に限りますけれども、もちろん中学生もそうです

けれどもね。それを常日ごろ、何かの会合でお願いするという形をとっている町内

会・自治会もあると思いますけれども、大々的にお願いしたらどうかなと。常時そう

いう連携をとっていけば、大分助かるのではないかなと思うんです。 

西野委員長 そうですね。一番いいんじゃないかと思いますね。 

神谷（厚）副委員長 自助のところで役所のほうとしての取組とかがあるんじゃないでし

ょうか。 

西野委員長 そうですね。実際の話、各町内である程度の企業等々ありますので、打診し

ているところもあると思います。今、ニュースでも、大型の店舗あるいは会社で備蓄

して、避難できない帰宅困難者等々にも寄っていただいて構わないようにもなってい

ますよね。そんな感じに大分なっていますよね。 

 うちの町内会でお話ししますと、東芝がいなくなりキヤノンができたんですけれど

も、キヤノンの敷地は非常に広いんですよね。でも、なかなかやはり入れてくれませ

ん。キヤノンさんとか、あるいは高い建物を持っている人たちも、できれば地域の自

主防災組織の中に加わってもらえるようなものができるといいんじゃないかなと、考

えております。 

 今、酒井委員がおっしゃったように、やっぱり一時（いっとき）避難場所は重要で、

自宅にいられない場合にはどこに行ったらいいかというのが多分わからないと思うん

です。町内会館に逃げておいでよといっても町内会館がつぶれている可能性もあるわ

けなので、そのときはどうしようとか、その次のところもやっぱり２つ３つ手を打っ

ておかなくてはいけないんじゃないかなと思います。何かほかの方で御意見いただけ

ましたら。 

小泉委員 前回まで２回、部会でいろいろ活発な意見が出たんですが、この自主防災組織

というのが大きく分けて３つ、各個人、一戸建て、アパートを含めて個人の団体と、

それから、特に大宮町地区、高層マンションなどがあるマンション群、それから企業

です。という具合に、自主防災組織でも形はそれぞれ違っていまして、その横の連絡

が今のところ全くついていない状況と、あと、区役所、行政サイドが、各自主防災組
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織がどのように運営されているかという把握を全くされていない現状なんです。なの

で、まずはマンションの自治会、それから町内会、企業というような部類に分けて、

それの横のつながりをつくっていくことが大事じゃないかということが話し合われま

した。 

 それと、救護に関しては、混乱を防ぐために行政が定めているのは、建物の倒壊の

危険があったりとか危ない場合は除きますが、基本的には、住まわれているおうちが

大丈夫であれば、３日間は可能な限り在宅で待機してほしいということなんですね。 

 ところが、帰宅困難者、それからマンション群は電源がストップしますので、高層

マンションに住まわれている方が帰宅困難者としてあふれ出るんじゃないかという可

能性が話し合われました。その辺は、マンションの自治会がどのように考えているか

ということを、横の連絡をもってこれから検討していかなければいけないということ

になっています。各個人家庭、マンション、企業が全部１つ同じラインに乗ることは

ちょっと難しいと思うので、各組織できちんと組織の運営をしていただいて、それぞ

れで横のつながりをつけていくことを検討していったらいいのではないかということ

が話し合われました。 

酒井委員 ありがとうございました。 

西野委員長 ありがとうございました。ほかにご意見ございませんか。 

神谷（美）委員 防災に関する取組は非常によく話し合われているなという感じなので、

引き続きやっていただけたらなと思いました。 

 もう１つ、暮らしの安全というところで、女性の私も日ごろ気になっているんです

けれども、「まちの街路照明のあり方検討」と載っているんですが、やっぱり夜道は

暗くて街灯がもう少し欲しいなと思うところがあるので、あり方検討というのはどう

いう内容を検討していくことでテーマとして挙げられたのか、お尋ねしたいんです

が。 

小泉委員 まだあまり深くは話し合われていなかったんですが、とりあえずはＬＥＤを検

討したらどうかということは挙げられました。ＬＥＤの照明は照度としてかなり明る

いので、そのＬＥＤ化を徐々に進めていくことによって、個数を増やすことは難しい

かもしれないんですけれども、今ある個数の中でＬＥＤにかえていくことによって、

かなり照度は上がってくるんじゃないかなということ。今のところはそれのみです。 

神谷（美）委員 ありがとうございました。ぜひ実現させていただきたいと思います。 

西野委員長 ありがとうございました。 

 そうですね。ＬＥＤは非常に効率的ですばらしいと思います。実際の話、うちの町

内会では、２、３年の間にすべてＬＥＤにかえていこうと、今４割以上、ＬＥＤにか

えております。 

 今までは水銀灯の40ワットがついていたところは、消費電力が倍以上の１アンペア
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ぐらいの契約になります。それで、20ワットの蛍光灯がついているところで、20ワッ

トといいながらも効率が悪いので実情は40ワット、60ワットぐらいの東京電力との契

約になります。ところが、ＬＥＤというのは最近非常に明るくなりまして、大体４ワ

ット程度で20ワットの照度がとれます。市とか区でつけていらっしゃる両サイドにワ

イドに広がるのは、ちょっと値段は高いんですが、その場合は大体14ワットから20ワ

ットぐらいで、通常の20ワットの蛍光灯が２灯ついている防犯灯と同等の明るさがあ

ります。広げるのではなくて短い区間に、４ワットから７ワットで済むんですから、

間隔を短くつけてあげれば一番いいし、陰にならないんです。ＬＥＤというのは直行

性がありますので、非常に陰ができやすいんですが短い間隔にすれば陰ができにくい

んです。 

 なおかつ、ＬＥＤランプというのはかなりもつんですね。ただ、ＬＥＤを点灯させ

るためには電源ユニットが中に入っていて、12ボルトとか24ボルトに変換しています

けれども、そのユニットそのものが今までの蛍光灯安定器等と同じように電子回路部

品で組まれておりますので、それがどのくらいもつかというのはまだランニングし

て、街灯につけてからじゃないとわからないと思いますけれども、うちの町内会でつ

け始めて１年ちょっと過ぎているのもありますけれども、ランプの切れというものは

とりあえず今のところはありません。 

 ほかに何か御意見のほうはございますか。 

神谷（厚）副委員長 先ほどの酒井委員のことについて、役所のほうでもいろんなところ

が進められているかと思うので、できれば役所の方に何か説明をつけ加えられるとこ

ろがあったらお願いしたいと思います。 

事務局 先ほどのお話ですと、企業の方にボランティアとかそういうものをというお話だ

ったかと思うんですけれども、今、実は企業を回らせてもらっていまして、企業のほ

うでも、まずはボランティアよりも御自分の会社の防災の対策をやられているところ

です。私どもが今回らせていただいていますのは、帰宅困難者対策が一番大きな部分

でございます。 

 先ほども出ていましたけれども、企業としては社員を帰宅させないというのを基本

に考えていただいているんですが、先ほどのお話しにあった敷地内には、企業秘密の

部分もいろいろあるものですから、なかなか敷地内へどうぞというのは簡単には言え

ないというお話がございます。例えば門がないようなところは入っていただいても構

わないんだけれども、ただそこでの責任はとれないよという、そんなお話はいただい

たりしています。 

 先ほどありました例えばボランティアとしてお手伝いいただくというお話につきま

しては、やはりそこの社員の方も、地元の方であればそのままお手伝いいただくこと

はある程度可能だとは思うんですが、外から通ってこられている方が多いんです。そ
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うすると、その方々はやはり御自分のところに帰りたいというのが皆さんの気持ちで

すので、なかなかそこでそのままボランティアを続けていただくというのは難しい部

分があろうかと思います。 

 ただ、そうはいっても地元には貢献したいというお気持ちをいただいておりますの

で、その辺はまた少しずつお話はしていきたいと考えております。 

酒井委員 わかりました。ありがとうございます。 

神谷（厚）副委員長 ありがとうございます。 

 今の意見で、どなたか何か。よろしいですか。 

西野委員長 ありがとうございました。 

 できればそういう避難場所については、個人的に単一町内会でどうこうというのも

必要ですけれども、やはり区とか市のほうからも会社等にお話しいただいて、会社の

中に入るわけじゃないんだから、敷地の中でこの辺だったらいいよというようなスペ

ース的なものを確保していただき、活用できるようにしていただけたらと思います。 

 また１つ区の方にお願いするんですけれども、弱者保護というのは、民生委員の方

たちも含め、区も含め、やはり守秘義務があるもので、なかなか私たちに情報が伝わ

らないんです。うちの町内会ではマップをつくりまして、年齢を入れて、ひとり暮ら

しの方はこの辺にいるよというのをすべて今つくりつつあります。そんな中に要援護

者という方も入れております。 

 町内会の役員の中で、そういう重要なことを他人に話すというのはまずあり得ませ

んが、民生委員も情報をなかなか教えてくれません。ですけれども、市、区におい

て、そこは情報を共有してもいいよという形で、区の情報を見せていただけたらいい

なと思うところもたくさんあります。地域でみんながそういう情報を知っていなかっ

たら、どこに誰がいるというのを把握できないですよね。近くの人たちに、こういう

人たちがここにいるからと言うだけであって、その内容を教える必要はないんですよ

ね。ちょっと動けない、耳が遠い、目が悪い、こういう方がいるから、あなたたち、

この近くの組長さん、あるいは委員長さんが、自分が危なくなくて元気なら、ちょっ

とのぞきに行ってよ。そういう形で進めていかれればいいかなと思っています。 

 この間の３・11のときも、やはり地震で自分の家がつぶれるんじゃないかなと思っ

たくらいでしたが、その後、やはり近所の民生委員さんたちに、ちょっとあそことあ

そこを見てきてと言って、あるいは言わなくても、西野さん、見てきたよという報告

を受けていますので、できればみんなでそういうふうに個々に小さいエリアで面倒を

見てあげないと、町内会の真ん中にいる人たちが端から端までは絶対見られませんの

で、そういう部分においても、公共である区、市の方にお願いするんですけれども、

ぜひ各町内会あるいはそういうことに携わっている人たちに、公表ではなくて、教え

てあげていただいてもいいんじゃないかなと、そんな感じがいたします。ぜひよろし
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くお願いいたします。 

楢林委員 私もそれは賛成です。要援護者の方の調査に伺うときに、お宅を助けるのは、

やはり近所、隣の人たちだから、そういった内容は教えてもいいですねとちゃんと確

認をとっていますから。そうじゃなければ、こういった災害が起きたときなんかは、

遠くの人だけが知っている場合、なかなか助けにいけません。ですから、西野さんの

考え方でいいんじゃないかなと私は思っています。 

 それと、もう１つ、幸区の住民の人たちが、自分はどこの避難所に行ったらいいか

わからないのではないかと思っています。私たちは子どもが学校を出ているから塚越

中とか南河原中とか言ってもわかるんですけれども、後から引っ越してきてマンショ

ンに入ったりなんかした方は、自分はどこの避難所へ行ったらいいのか全然わからな

いので、そういう方にもうちょっとＰＲしたほうが良いと思います。南河原地区、御

幸西地区といっても、引っ越してきた方はわからないです。 

 この前も地域福祉計画推進検討会議のときに若いお母さんから、地区が全然わから

ないと言われました。日吉にいても、日吉なのか小倉なのか全然わからない。やっぱ

り私たちは、ここにいらっしゃる方は、本当にいろいろなところで活躍されている人

ですから、「地区なんかわかるでしょう」と思うでしょうが、一般の人はわからない

ので、まずそこからかなと思いました。 

西野委員長 ありがとうございました。 

 そうですよね。実際に引っ越してきた方は、どこに学校があって、どこに何がある

というのをまずわからないと思います。かといって、区割りにして、隣に逃げたほう

が早いのに何で遠いところまで行かなくちゃいけないとか、そういう矛盾も出てくる

と思うので、避難するところは町内会とか区分とかは関係なく近いところに逃げなさ

いと、やはり自分の近いところを教えてあげていくのも絶対必要だと思います。ぜひ

そういうふうに、押山部会長も考えて、２年間の間にいろんな審議事項を区、市のほ

うに提言できるように頑張ってくれると思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 今話した内容で、区の方で何か御意見等がございましたら、ちょっとお聞かせいた

だければと思うんですけれども、いかがでしょうか。今、こういうふうに進めている

とか、こういうものが進行中とありましたら、またこの区民会議の中でもそういうも

のを踏まえて審議していけたらいいかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

事務局 今いろいろ取り組んでおりまして、まず１つは、避難所に置きます物資なんです

けれども、少しずつですが小学校へも入れてございます。地域防災拠点になっていま

す中学校には一通りの物資がそろっていますが、小学校にはアルファ米と毛布、それ

から水とトイレ、あとは発電機を配備しております。今後、中学校にあるものと同じ

ものを小学校には配備していく予定でございまして、資料の中にもございましたけれ
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ども、小学校を含めた学校の防災倉庫につきましては、今のところ、27年度までには

すべての学校の敷地内に防災倉庫をつくろうということで進めています。 

 それから、マップにつきましては、今、日本語版は在庫を切らしています。４カ国

語のマップはありますが、これにつきましては転入者の方に配布しています。わかり

づらいということであれば、また中身を考えていかなければいけないんですが、一応

転入者の方にはお渡しをしているところです。 

 もう１つは、これからなんですけれども、幸区の災害対策ネットワークという、い

ろんな団体、関係機関の方々にお集まりいただきまして、幸区での災害対策につきま

して情報共有をしていきたいというふうに考えています。いろんな団体の方々に声を

かけさせていただいておりまして、そちらのほうで医療救護、福祉避難所、地域防

災、帰宅困難の４つの専門部会をつくっていきます。そちらでそれぞれがいろんな災

害対策をしていただいて、それを全体のいろんな団体、関係機関の方にお集まりいた

だいたところで情報共有をしていこうという形で、今、幸区での取組を進めていま

す。 

西野委員長 ありがとうございました。 

 防災倉庫はぜひ単独でお願いしたいと思います。なぜかといいますと、３階、４階

にあっても、防災倉庫へ物をとりに行かれないという事情が出てくるのではないかと

思うので、できれば５つつくる予算があったら３つぐらいにして、校庭の横に防災倉

庫をつくっていただけると一番いいんじゃないかなと。なぜかといいますと、誰がど

こに行ってもここにあるよと最初からわかるような形にしてほしいと思います。南河

原中学校みたいに３階とか４階に置かれますと、何かのときにはまずとりに行かれま

せん。下がつぶれても上があるとは限らないので、できればやはり誰でもがぱっと行

ったら、ここが防災倉庫だとわかるように、平屋でつくっておけばそれがつぶれると

いうことはまずあり得ないと思いますので、ぜひその辺のところを御考慮いただけれ

ばと思います。 

 それで、今の（仮称）Ａ部会のほうについて、まだ御意見ございますでしょうか。

よろしいですか。今度は（仮称）Ｂ部会のほうに移りたいと思うんですけれども、そ

の前に今の取りまとめを神谷副委員長のほうからよろしくお願いします。 

神谷（厚）副委員長 本当に皆さんがすごく関心があるということがよくわかります。自

主防災についても、皆さんに知らせる、周知徹底するということの大事さは皆さんも

感じているんじゃないかと思います。先ほど西野委員長が町内会長としていろいろ考

えていることを話されました。温度差の違いを町内会のいろんなところで感じている

人もいらっしゃるんじゃないかと思います。やっぱり温度差があってはいけないと思

いますので、ここら辺のところを皆さんも各地域で同じように考えられるような取組

がしていけたらと思います。 
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 また、弱者についても、民生委員さんだけではどうしようもない状況でありますの

で、町内会その他、地域の人たちと一緒になってその人たちに手を貸す、そういうよ

うな格好で行けるような取組も必要になってくるんだろうなと思います。 

西野委員長 副委員長、どうもありがとうございました。 

 

(2)（仮称）Ｂ部会の審議状況について 

西野委員長 それでは、時間も大分押しておりますので、（仮称）Ｂ部会の御報告を古場

委員からお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

古場委員 （仮称）Ｂ部会の報告をいたします。 

 （仮称）Ｂ部会の審議状況は、配付された資料のとおりでありますし、多くのとこ

ろは私どもが少しＡ部会に比べると立ちおくれているというか、新しいものに取り組

んでいるかという違いもありまして、審議そのものが、テーマの決め方や何かはＡ部

会と同じようなやり方でやりましたが、それ以上に進んでいないというところもあり

ます。それらも含めて、ある程度今後の進め方のところに重点を置いた御報告をさせ

ていただきたいと思っております。 

 実は、時間を有効に使いたいと思いまして、まとめて対比型でぱっぱっと皆さんに

見ていただこうと思ったんですが、残念なことに画面のサイズで字が小さくなりまし

て、見ていただけないので、紙芝居みたいに御説明をしていこうかと思っておりま

す。 

 審議したことはＡ部会と同じで、審議テーマの選定と取組内容の検討と部会名の決

定、そして今後の方針というようなことであります。決まったことは、「地域の見守

り体制づくり」というこのテーマ１つにしようということ。それから、部会名もこれ

とほとんど同時に「みんなで見守りたい」と、これは全く対になっておりまして、分

けることができないわけです。それで、そういうふうに決まりました。今後の方針と

しては、３つの点に留意しながら調査審議を進めていく。これらはみんなお手元の資

料に書いてございます。詳細についてはお手元の資料を後ほど見ていただければいい

と思います。 

 したがって、整理されたものだけをどんどんお話ししますが、この３つの留意点と

いうのが一番大事なところで、行政や一部地域が進めている見守り体制の取組と区民

会議の提案との違いを明確にするというのが１つです。これは最後の15ページに載っ

ています。２番目の区民がやるべきことと行政がやるべきことを明確にする。それか

ら３番目、２年を通じて地域の見守り体制づくりについて、まず現状をよく調べ、事

実に基づいてよく審議するということを継続していく。そして、社会の役に立つ提案

を出していく。 

 私どもは、今現在はまだ力が不十分ですが、１年半の間にこの力をどんどん伸ばし
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ていって、少なくとも再来年の３月には世の役に立つような提案を必ずやるというふ

うに行きたいと思っております。そのやり方について、今日皆さんに、こういうふう

にやっていくべきなのだろうなというのをお話ししたいと思っております。 

大事なのは、よく調べるということを徹底しようじゃないかというのが１つであり

ます。 

もう１つは、よく審議するということ。これは、みんなが共通の理解を持てるよう

に途中であいまいにしないということをしていきたいということであります。 

 審議テーマの選定の経過は、（仮称）Ａ部会と全く変わらない。ただ、委員の意見

の集約が７つに分かれました。これは、集まった方たちが、大ざっぱに言って、福祉

を中心にされた方、町内会の方、文化系の方と私のようなノンポリが１人というふう

に広がっておりましたので、ここの数がふえた。これを評価して、そして投票した結

果３つになりました。 

 その３つが、銀行、新聞販売店、牛乳屋さんなどと見守り連携し、住民同士で高齢

者を支援する。「見守り連携し、」であります。「見守り」までのところは、言って

みれば既に手がけられている世界である。これと連携して、「みんなで見守りたい」

という思いに相当する部分、住民同士で高齢者を支援するというテーマをとっている

ということです。 

２番目の、高齢者にやさしいまちにするために、今現在どうなっているんだと。バ

リアフリーとか買い物難民などという実態調査をしっかりやろうじゃないか。これも

生かしていっています。 

３番目に、幸区の花と木を住民に広める、学校施設などと連携してやるというの

は、既に相当のところまで行っているじゃないか。そして、幾つものテーマを同時に

するだけの時間的な余裕も、それから力もまだ不十分だろうということで、審議テー

マを１本に絞りました。 

 この過程の中で、行政の担当者から、市内の高齢者見守りネットワークの取組状況

について情報提供できるよということですので、情報を提供していただきました。そ

れは、中原区、高津区、麻生区、そして我が幸区、それから、神奈川県の自殺、孤立

死、孤独死の防止の取組ということであります。この詳細も載っておるのを読んでい

ただければわかると思いますし、私ども自身もまだそれ以上に深いところまで検討し

ていないので説明は省きます。 

 大ざっぱに申しまして、今現在ここでやられようとしているものの主たる部分は、

いわゆる水際で、孤独死してしまう人、孤立死してしまう人を、とりあえず今あるさ

まざまな機能を集約して、何とかしようじゃないかというふうな視点に立っておりま

す。我が部会はどちらかというと、そういうものと連携し、恐らくもう一歩深いとこ

ろまで入って、幾分予防的な世界まで入っていくんじゃなかろうかなというニュアン
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スを感じるわけでございます。 

 それらの後に委員同士で意見交換をし、１つに絞っていくという過程があるわけで

すが、これも読んでしまいますと、幸区では、ふれすこサポーター養成講座が老人ク

ラブを対象に進められている。高齢者同士が互いに支え合う地域づくりを目指してい

る。これはすばらしいことだと。 

 ２番目、ところが、老人クラブに参加している人は3,000人程度いて、情報入手や自

分の存在を知ってもらう機会があるのだけれども、それは高齢者の10％強でしかない

んだ。９割の人はこの対象から漏れているよというのが意見交換の中で明らかになり

ました。これを私どもは非常に重視せなならんだろうと思うんです。 

 そしてもう１つ、声がけしても出てこない人にどうやって結果を出していくんだと

いうのが、難しいかもしれないけれども、非常に重要な課題だと。 

 それからもう１つ、地域包括支援センターというものが、これはすべてのキーです

ね。今現在、新聞屋さんたちが出した情報を地域包括支援センターへ集約していこう

ということで、この分は動いていくかもしれませんけれども、地域の人たちが、あそ

こが危ないかもしれないというのを連絡していくのがここになるわけですが、十分知

られていない。支援しなければならない人と必要な施設、つまり地域包括支援センタ

ーですが、これをどうやってつなげていくんだということが非常に大きな課題ですね

と。 

 今ここへ出ている２つの例ですね。つまり、組織されている高齢者よりも組織され

ていない高齢者のほうがずっと多いんだということです。１けた違うんだと。それか

ら２番目に、いろんな工夫や何かをされていても、十分な広報が伴っていない。形の

上ではさまざまな手は打たれているのかもしれないけれども、住民レベルまでの情報

展開ということを考えるならば不十分である。これは認めざるを得ないな、というこ

とであります。 

 そして、これらは、我が部会に福祉の世界で長いキャリアと力量を持たれた見識の

高い方が多くおられるわけですが―これが我が部会のメンバー表です。これ自体は本

日の資料に載っています。今グリーンのマークをつけた方が文化団体の方です。青を

つけた方が商店街の方で。こういう方たちは、今回のテーマから見るならば、いわゆ

る異分野の専門家なんです。しかしながら、専門家であることに変わりはない。それ

で、今ここで３人、赤の丸がつきましたけれども、赤の丸をつけられた方たちという

のが、いわゆる福祉団体あるいは領域でもってキャリアの高い方たちです。また、福

祉とは少し違うわけだけれども子育てというようなことでの専門家の方もいらっしゃ

います。部会には、こういう専門家が多くて、さらに公募が３人おられるわけなんで

す。この公募の方たちも、いわゆる傾聴ボランティアであったり、あるいは赤十字で

あったりというような福祉系のキャリアを持っておられるわけです。この福祉の皆さ
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んが多く集まっている。そして、何よりも長い時間現場に触れておられるので、高い

レベルで何をやらなければいけないのかというものを持っておられるんです。 

 しかしながら、専門家というのはどうしても限られた範囲内で結論を出そうとする

から、なかなかいい解が出てこないので苦しまれる。一方には、そうでない方たち、

いわゆる他部門で、しかも専門家の方がおられるので、こういう人たちとの知恵の交

換も必要であろうし、可能であろうと思います。これらの方たちが、現実に今回のテ

ーマについて同じ理解度であるかというと、これは違うわけです。当然ながら、温度

差とさっきどなたかがおっしゃっていましたが、それがある。それが如実にあらわれ

たのがさっきの、いわゆる審議の過程の中で幾つかのばらつきが出てきたというよう

なことになるだろう。しかしながら、それ自体はいいことだ。いろんな意見の人がい

るわけだから、みんなが立場を超えて相互理解をしていく。そして、より高い次元で

テーマ認識を共有していけば、絶対いい結論が出てくるはずだと。 

 部会長としては、何とかみんなの力でもっていい成果を出すということに専念した

い。この問題について私は本当に深い理解であるとか、あるいは思い入れというのは

持ち合わせていない。ただビジネスの世界を40年間駆けてきた人間ですから、初めて

これに触れて、非常に強い感動を覚えております。 

 新たに入られた公募の方たちの中で、いわゆるベテランの方たちの話を聞かれて、

非常に新鮮に聞こえるとおっしゃった方がおられました。私はそれを聞いていて感動

しましたね。世の標準から言えば理解のレベルの高い人でも、本当の現場の人の声を

聞くとやっぱり新鮮に感じる。事実というものが迫力を持って伝わってくる。それか

らもう１つ、逆に、ベテランの方の１人がおっしゃったんですね。そういうふうに聞

いて、私が新鮮に。というのは、自分たちが思っていることが必ずしも伝わっていな

い。だけど、聞いてくれて、それを喜んで聞いてくれているなというふうに感じたの

だろうと私は思います。したがって、そこに相互理解があるレベルまで早く行ける可

能性があると思っております。 

 これは部会で決めていかなければならないことですけれども、物事をなすためには

この手順がいいというふうに言われています。 

まず何かを前に決めてやっておるわけです。そして、それの活動の現状を報告す

る。 

すると、今までこれが大事だと思っていたものが、そうじゃなかったなと。 

これをこうやれば、こんな結果が出ると思ってやったんだけれども、そうじゃない

結果が出てきちゃったな。 

すると、また別のものかもしれないな。そこで、行動計画を見直して、役割分担を

決めて、また行動する。これの繰り返しをやる。 

いろんな方たちがいて、その人たち全員が同じことをするというのは意味のないこ
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とです。それぞれに役割を持って、役割を分担して、そして実行していくということ

をすると、いい結果が得られる。 

 さっきの絵に戻りますが、すると、この３つです。 

最後の、目的共有、役割分担の早期実現というものが可能であろうな。逆を言うな

らば、これを早くしないと間に合わないだろうな。 

 2014年３月、フォーラムをやろうと言っておられるわけです。このときに我々は必

ず何をいつまでにどうすべきなのだ、それは誰がやるべきなのだ、どのようなやり

方、手順が考えられるのだ、この３つを報告しなくてはいけない。これがはっきりわ

からないと、世の中の役に立たない。 

 多分前からこんなことは皆さん全部わかっていて、このもとのプログラムを組んだ

んじゃないかと僕は感じているんです。 

この11月時点、今やっておるのは、我々の活動が軌道に乗っているのか乗っていな

いのかというのをこの全体会議でチェックしようとしたのだろうと。 

残念ながら、我々はまだ軌道に乗っているとは言いがたい。しかしながら、今現在

までにやれること、やらなきゃいかんことは確実にやった。審議テーマを決めた。 

そして、次の３月のときに、そのやったことは進んでいるのか。 

その次の７月、再来年の３月にどういう結果を言えるのだという見通しをつける。 

多分、この手順でやろうと思っているんじゃなかろうかなと。誰もがですよ。 

 それをやっていくために、調査と審議とを並行するんです。調査して、審議しま

す。それで、審議したときに、さっきのみたいに、やってみたら間違っていたとか、

よかったというのがわかる。そうすると、それを調査に戻して、調査のやり方を変え

るとか、このまま進めるとか、これを何度も何度も繰り返していく。つまり、調査し

てからやるんじゃなくて、調査しながらやるわけなんです。その間にだんだん調査の

レベルを上げていく。調査のレベルを上げるというのはどういうことなんだ。我々み

んながレベルが上がっていく。必ずやっていればレベルが上がる。それだけのレベル

の人たちが集まっているなという確信を持っておりますので、こういうふうに続けて

いきたいなと思っております。 

 来年の３月のときには少なくとも進んだなという結論が出せるように部会のみんな

と一緒に頑張っていきたいと思います。この12月、１月、２月までの３回の部会で飛

躍的に進歩していきたいなと。これは、私の願いであるとともに、多分皆さんも次回

の部会でこれに同意していただけるんじゃないかなと期待しながら、報告を終わらせ

ていただきます。 

西野委員長 古場委員、非常に熱く語っていただきまして、皆さんもかなりびっくりしな

がら聞いていたんじゃないかと思うんですけれども、気持ちがすごく伝わって、た

だ、スライドと配付資料が違っていて皆さんとまどったんじゃないかと思いますが、
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その辺のところはちょっとお許しいただいて。今、古場委員がお話しした、最終的

に、みんなで見守りたいという、隊員の「隊」か見守りたいほうの「たい」か、ちょ

っとわかりませんけれども、両方どちらにとっても非常にいい名前だなと思います。

皆さんからいろんな御意見をいただければと思います。ぜひよろしくお願いします。

いかがでしょうか。 

小泉委員 熱弁を振るっていただきまして、御苦労さまでございました。実際、部会に参

加していないＡ部会のほうはちょっとわかりにくいところが何点かあったんですが、

最終的に、最後のお話だと、そちらの部会の方々の個人的な能力を高めていくような

ニュアンスに感じられたんですが、そういうことなのでしょうか。 

古場委員 少なくとも、結果が出るためには、個人の通常のレベルを上げるということで

はなくて、みんなが集まって仕事をする、その仕事の仕方が自然にレベルが上がって

いくだろう。それと、もう１つは、一体全体何が問題なんだというのが明確にわかっ

てくるだろうということを言っています。 

小泉委員 それから、あともう１点、調査と審議を繰り返すということをおっしゃってい

ましたが、一応これは回数が決められておりますよね。５回と回数を決められた中で

やるのではなく、そちらの部会はそれ以外に定期的に集まられて審議を進めていかれ

るんですか。 

古場委員 それについては、今日現在は決まっておりませんので、ほかにやるのかという

ことについてはお答えできないんですが、私自身がこの区民会議というものを考えて

みたときに、この区民会議は回数が限られています。回数が限られているけれども、

やらなければならぬことはやらなければならぬ。すると、区民会議はいわば行動する

場所ではなくて、むしろチェックする場所である。したがって、区民会議の本会議が

あるというところを１つずつの目標にして、その間に最も合理的なやるべき目標を持

って、そしてそれを達成できたかできないのかというところをチェックしていくので

あると。 

 部会も同じことで、個々の委員が、部会のときだけが委員じゃないんだと思わなけ

ればならぬだろうと私は思います。この辺は、まだ部会の方たちにお話をし、御了解

いただいているわけではないので、今日現在言えないと言っております。 

 だけど、私が思うに、今私が熱くといいますが、これは古場なりに熱いのでありま

して、本当は今日のお話は、もっとこの問題、見守りたいという思いの強い方にお話

をお願いしたかったんですが、まあ、第１回目であるから古場がやりましょうという

ことでお話をしたのでこういう話に、どちらかというとやり方の話になったわけで

す。 

小泉委員 組織立った動きというのは、お考えはないんですか。各個人の部会の委員の

方々がそれぞれ動かれてということですか。 
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古場委員 というのとは意味が違うんです。目的共有、役割分担、それが組織立ったとい

うことです。 

現実に仕事をするのは、個々の人が受け持った仕事をやっていく。ただし、それは

その人が個人でやるのか、それとも、その人が属するグループでやるのか、その人の

影響範囲の人たちが集合してやるのか、あるいは他の人たちを巻き込んでやるのか、

それらは部会で検討して、これから新しい知恵をたくさん発見していかなければなら

ない。少なくとも、私は、そういう進め方を取り込む必要があるなと強く思っていて

ますが、今日現在、まだ部会がそういう議論をするまで行っていないので、テーマを

決めるところまでしか行っていないので。 

小泉委員 そうすると、今のところはまだ方法論のところで終わっているという形です

か。 

古場委員 方法論を次回議論したいということなんです。 

小泉委員 というところで本日は終わりということですね。 

古場委員 そういうことです。 

小泉委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

西野委員長 ありがとうございました。ほかに御意見はございませんか。 

 古場委員は非常に熱心な方です。何をやるにもやり遂げようと。目的共有、調査審

議の段取り云々というのは、この会に入っている以上、日々その会議の委員であっ

て、日常も、ああ、こういうことがあったら区民会議の中で話してみようかなという

意識を持って日々暮らしていただけると、何か無理を言うわけじゃないですが、そう

すると非常にその先が見えてくるんじゃないか。多分、古場委員の気持ちの中では非

常にそれが入っているような気がしているんですけれども、いかがでしょうか。 

古場委員 私はそう思っております。つまり、区民会議の役割というのも今後みんなで、

どういう役割を果たすと区のために、区民のためにベストなのかというのは、これか

らシャープに検討して共有していかないといけないんじゃないかと思うんですけれど

も、少なくとも私は、区民会議の全体会は、今回のこの「みんなで見守りたい」にと

ってみれば、いいチェックポイントになると思う。だから、それにある程度焦点を置

いて、そこにどんな報告ができるのか、どういうことを我々ができるのかというの

を、言ってみればうそをつかないで、これはできる。できるのだったらやって、それ

をちゃんと報告していこうじゃないかということを繰り返していって、そうすると、

少なくとも来年の７月にはどこまでできるなというのはよくわかるんじゃないか、私

はそう思います。そして、少なくとも来年の３月には、何か第２回のときに古場がわ

あわあ言っていたけど、あれはこんな意味だよねと、皆さんが、それよりもずっと早

くから、わかってくれて実行されているんじゃないかなというふうに期待していま

す。 
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 先ほどの委員長の御質問に言うならば、我々は区民会議の委員になっているわけ

で、それはこの会議に出ているというときだけが区民会議の委員ではないんだ。区民

会議の委員を解任されない限りは委員なんだということであろうかと。すると、それ

は、区民会議の委員として何をやるべきかというのを常に考えていないといかんので

はないかと、非常に青っぽい、十三、四の子どもみたいなことを言っていますけれど

も、そういうことでございます。 

西野委員長 ありがとうございました。大分時間もたっておりますが、何か御意見は他に

ございませんか。 

楢林委員 古場委員が部会長になっていただいてよかったなと思ったのは、この前、御幸

西の古市場老人いこいの家とか下平間老人いこいの家のお祭りをやったんですけれど

も、それを見に来てくださったりして、地域のそういった高齢者が来るところに参加

して、知ろうという気持ちがすごく強い方だなと私はわかりまして、部会長になって

いただけてよかったなと思いました。 

西野委員長 楢林委員のお墨つきが出ていますので、非常にいい結果が出るのではないか

と思います。 

 それでは、「みんなで見守りたい」のまとめを、副委員長からお願いします。 

神谷（厚）副委員長 まとめというほどのレベルにはならないと思いますけれども、今、

古場委員のいろんな説明を聞いて、また、（仮称）Ａ部会のほうからの質問等を聞き

まして、やっぱり地域の見守り体制づくりについては前々から大変な部分がずっとあ

る課題だと思いますので、２年間をかけなければ目的が達成されたというようなこと

は難しいかと思うので、本当に頑張っていただきたいと思います。それには、やっぱ

り委員さんたちの共通理解が一番大事なところかと思いますので、みんなで共通理解

をし、最後に３つ言っていましたね。最終的に、何をいつまでにどうするべきか、誰

がやるべきか、どのようなやり方、手順が考えられるか。誰がやるべきかという、誰

かがやるだろうではない、みんながやらなければいけないという意識を持って、これ

からも頑張っていただけたらと思います。 

西野委員長 神谷副委員長、ありがとうございました。そうですね。熱い古場委員にみん

なで意見をぶつけて、その返事が非常に楽しみになるんじゃないかと思いますね。 

 押山委員と古場委員に、今後とも部会長としてすばらしい進行をしていただければ

と思います。 

 

２ その他 

西野委員長 それでは、参与のお２人がお見えなので、感想など伺いたいと思います。山

田参与、お願いします。 

山田参与 第１回の会議のときに欠席をいたしました。今日の内容を拝見し、テーマが決
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定し、これから活動ということでございますので、私どもは私どもの立場で皆さんの

いろんな意見なり要望は伺っていますけれども、ぜひ、本当にいろんなジャンルの方

がいらっしゃいますので、それぞれの立場で見て、そしていろんな意見を言っていた

だきたいと思います。特に防災の問題もそうですし、見守りの問題もそうですけれど

も、幸区は15万6000人いらっしゃるので、多分同じ結論というよりか、いろんな立場

の意見が出てくると思いますので、それはそれで当たり前のことだと思いますので、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、防災の関係で、先ほど避難場所等々の話が出ておりましたけれども、言

い方はちょっと変かもしれませんが、災害がいつ起きるか、これは予想もつかないわ

けでありまして、ある意味行政の皆さんに頼るのではなくて、自助というお話があり

ましたので、そういった情報発信を区民会議からもしっかりとやっていただきたいな

と思います。私たちも情報のわかる部分については、その都度御連絡をしていきたい

と思います。 

西野委員長 ありがとうございました。Ａ部会もＢ部会も非常につながりの深い中身で多

分進んでいくんじゃないかと思います。 

 では、竹間参与お願いします。 

竹間参与 御苦労さまでした。先ほども議論になっていたと思うんですけれども、要援護

者として幸区では900名程度が登録されているというお話でした。民生委員の方は当然

御承知だと思うんですが、民生委員の方は守秘義務が課せられているのでそういう情

報をオープンにできないんじゃないかと思うんです。個人情報保護が大きな壁になっ

ているということを聞いたことがあるんですが、先ほどのやりとりの中で楢林委員は

そういう人にオープンにしていいかと尋ねて確認しているんだというお話があって、

ああ、そういううまい方法があったのかと私もびっくりしたんですけれども、認識を

新たにすることができました。そういう方法で地域に要援護者の情報をオープンにす

ることができれば、本当に身近な人が何かあったときには力を出していくという協力

関係が地域で実現できるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺の実態が行政

的にどうなのかということをちょっとお聞きしたいと思います。 

事務局 今の要援護者の関係ですけれども、手を挙げて希望される方の名簿につきまし

て、今、自主防災組織の会長さん―幸区の場合には町内会長さんになるんですが―

に名簿をお渡ししているのと、それから、民生委員さんにも名簿をお渡しするように

なっています。私どもとしましては、町内会長さんと民生委員さん、町内会の役員さ

んの方々で、本当にお任せしてしまっているような形になっているんですが、その役

員さんの方々で地域の方の見守りをしていただく。 

 民生委員さんについては、もともと御自分で調べていらっしゃる名簿がございま

す。その辺は、先ほどもありましたように、町内会長なり町内会の方と共有をできる
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のであれば本当はそういう形でしていただいて、すべての地域の方々の把握をしてい

ただけると、いざ災害のときには動きやすいのかなと思っています。ただ、今、地域

の方々も高齢化をしていますので、助けるというのもなかなか難しいのかなと。災害

が起きたときにはまずは御自分を守っていただく。その後、余裕ができたときに見守

りをしていただいて、そこからほかにいらっしゃる若い方の力をかりたりして、その

人を救助に行く。そのような形で進めていただければよろしいのかなと考えておりま

す。 

竹間参与 そういう点からいっても、楢林委員の実績というのは非常にすばらしいと僕は

思ったんです。だから、そういう実績が楢林委員だけにとどまるんじゃなくて、地域

全体で共有できるような方向で発展することができれば本当にすばらしい幸区につな

がっていくんじゃないかなということを感じたので、感想を述べさせていただきまし

た。ありがとうございます。 

西野委員長 ありがとうございました。 

 以上、時間になりましたけれども、事務局のほうから連絡事項があれば、お知らせ

いただければと思います。 

事務局 事務局から何点か御連絡したいことがございます。 

 まず１つ目ですけれども、区民会議だよりの第１号を先日発行いたしましたが、今

日全体会議を開催いたしましたので、これを受けまして第２号を発行してまいりたい

と考えております。内容につきましては、本日の会議までの審議状況につきまして、

できましたら委員長や部会長に御説明をしていただくような形で作成していけたらと

考えております。御承認いただければ、事務局のほうで案をつくりまして、委員の皆

様に御確認いただいた上、発行していくという手続で進めていけたらというのが１点

でございます。 

 続きまして、もう１点は、本日の会議録でございますけれども、事務局のほうで作

成いたしまして、こちらも委員の皆様に確認していただき、公表をしていきたいと考

えております。 

 あと、参考資料の３に、24年度スケジュールがございます。現時点では全体会議、

各専門部会についてはこういった開催日程になっておりますので、引き続きよろしく

お願いします。 

 事務局のほうからは以上でございます。委員の皆様のほうから何かございました

ら、よろしくお願いいたします。 

村田委員 先ほどから要援護者や支援制度の名簿の件で話がございましたけれども、民生

委員もこの問題に関しまして大変苦慮しております。やはり民生委員の皆さんも一生

懸命で、責任感をすごく皆さんお持ちで、自分の持っている名簿の中できちんと助け

なきゃいけないという気持ちで皆さん日ごろ頑張っていらっしゃるんです。ただ、や
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はり、先ほど楢林委員からも話がありましたように、私たちだけの力ではどうにもで

きませんものですから、ここにも出ています地域包括支援センターというところもお

教えして、こういうところもあります、もし何かありましたらそういうところにも、

名簿、お名前とか情報を流してもよろしいですかということは、民生委員１人１人が

おのおのそういう形で要援護者の方のところに行ってお話ししております。 

 あと、地域保健福祉課のほうで毎年ひとり暮らしの調査がございますものですか

ら、調査員にも要援護者のお話と、何かがありましたときにはその名簿の情報を流し

てもよろしいですかということは、民生委員１人１人が日ごろの活動の中でやってお

ります。この席をおかりしまして、民生委員の日ごろの活動の一端をお話しさせてい

ただきました。 

西野委員長 ありがとうございます。 

 先ほどの続きでちょっとだけお話ししますと、うちの町内会では、65歳以上の年齢

の人はすべて把握しております。全部羅列してあります。ただ、それを民生委員さん

のリストとすり合わせをしようというのですから、なかなかそれが難しいので、多分

僕たちが持っている名簿のほうが民生委員さんより網羅しているんじゃないか。それ

を今度、さっき言ったみたいに載せていこうという段取りにしておりますので、ひと

つその部分に関してもぜひ民生委員さんのほうに協力していただければなと思ってい

ます。 

村田委員 はい、そういう気持ちでおります。 

西野委員長 守秘義務がありますので、ぽんと出すわけにはいかないんですね。それは非

常にわかりますのでね。でも、やはり協力していかなければなかなか前に進まないこ

とですので、本人の承諾を得ながらという形で、古場委員のほうでそういう話をまと

めていっていただけると審議事項としてすばらしい内容になるんじゃないかと思うの

で、ひとつよろしくお願いします。 

 それでは、第３回の区民会議なんですけれども、来年の３月18日の月曜日というこ

とで時間は同じでございます。皆さんぜひ御予定を入れておいていただければと思い

ます。 

 

閉会 

司会 他の委員の方、特になければ、時間も来ておりますので、これで第２回の区民会議

を閉じさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 長時間御審議いただき、ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願い

いたします。 

西野委員長 ありがとうございました。 

            閉 会 


